
東松山市技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針  

  
現在、地方自治体に勤務する技能労務職員（ごみ収集員、給食調理員など）の

給与が同種の民間企業の従業員に比べて高いのではないか、との指摘がなされて

います。  
当市でも、その指摘を真摯に受け止め、いま一度技能労務職員の給与及び定数

等について総合的な見直しを実施することにより、市民の皆様の理解と納得が得

られる適正な制度・運用を確立していきたいと考えています。   
なお、この取組方針は国からの要請を受けて平成１９年度に策定をしたもので

あり、今回、職員数や給与額等の数値を更新するとともに、現状を反映するため

の文言修正等を行ったものです。（令和７年４月１日現在） 

   

１． 技能労務職員の現状   

   
（１）職員数 

令和７年４月現在、東松山市には１６名の技能労務職員が在職しています。   
職種別では、クリーンセンター（塵芥収集）の清掃関係が６名、学校給食セン

ターの調理関係が５名、その他が５名となっています。   
最も多くの技能労務職員が在職していたのは、平成１２、１３年度の６７名で

したが、業務の委託化、効率化を図ることにより退職者の補充を取り止め、２４

年間で７６％の職員数の削減を達成しています。   

   
 ①職員数の推移   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 職種ごとの年齢別人数  
（単位 人） 

    年齢 

職種 

～30 

 歳 

31～35 

  歳 

36～40 

  歳 

41～45 

  歳 

46～50 

  歳 

51～55 

  歳 

56～60 

  歳 

清掃員     1 1 4 

調理員     1 2 2 

自動車運転手     1 1  

その他      2 1 

計 0 0 0 0 3 6 7 

※このデータは令和７年４月１日現在のものです。  

  
（２）給与  

① 職種ごとの平均給与、平均年齢  
 

東松山市 
  民間企業  

埼玉県平均  全国平均  

職種 人数 
平均 

年齢 

平均給与

月額 
類似職種 

平均 

年齢 

平均給与

月額 

平均 

年齢 

平均給与

月額 

清掃員  
6 

人 

56 

歳 

457,828 

円 

廃棄物 

処理業 

従業員 

－ － 
47.7 

歳 

314,900

円 

調理員  
5 

人 

55 

歳 

445,022 

円 

飲食物 

調理 

従事者 

45.6 

歳 

277,400 

円 

44.7 

歳 

261,900 

円 

自動車 

運転手  
＊ 人 ＊ 歳 ＊ 円 

乗用自動

車運転者
（タクシー運

転者を除く） 

54.6 

歳 

295,600 

円 

59.6 

歳 

251,000

円 

その他  
3 

人 

55 

歳 

426,935

円 
－ － － － － 

※  東松山市のデータは、令和７年４月１日現在における各職種の職員の令和６年度中に支給された給与額

の平均です。（再任用職員は除きます） 

※  民間企業のデータは、厚生労働省が実施した賃金構造基本統計調査のデータを総務省において再集計し

たものであり、令和３年～５年のデータを使用しています。 
※  技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一

致しているものではありません。  

※  廃棄物処理業について、賃金センサスでは都道府県別の数値を公表しておりません。 

※  個人情報保護の観点から、対象となる職員数が１人又は２人の場合は「アスタリスク（＊）」で表示し

ています。 

 



②給与に関する事項  
  

ア 給料表について   
         国家公務員の行政職給料表（１）の１級から４級までを合成した１級

制の給料表となっています。  
  

イ 手当について  
        扶養手当、地域手当などの手当は、行政職など他の給料表適用者と同

じ内容となっています。  
  

ウ 昇給基準について  
        毎年４月１日に勤務成績に応じ４号給を標準として昇給させていま

す。なお、行政職など他の給料表適用者と同様、５６歳以上の職員にあ

っては昇給を抑制（２号給）し、６０歳以上の職員にあっては昇給を停

止するなどの措置を行っています。 

 

 

２． 今後の見直しに向けた基本的な考え方   
  

（１）職員数の抑制  
  
          技能労務職の職員数については、前述のグラフのとおり減少してきて

おります。これ以後も、技能労務職については退職者の補充をしないこ

とを前提に業務の合理化、委託化を推進してまいります。  
          具体的には、令和８年度より、学校給食センター調理業務を民間委託

いたします。 

その他の業務についても、委託化を視野に入れた見直しを図ってまい

ります。  
  

（２）給与の適正化  
  

当市では、人事院勧告に基づいた給料表の改定を行うなど、給与の適

正化に努めております。しかし、依然として技能労務職の給与が民間の

類似職種と比べ高い水準にあることを踏まえ、今後も、国や県、近隣自

治体の動向にも注視しつつ、適正な給与水準を確保するための見直しを

実施してまいります。  


